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１ 

 

 
 
 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
貿
易
協
定
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
貿
易
協
定
及
び
デ
ジ
タ
ル
貿
易
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協

定
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
月
七
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
協
定
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
等
か
ら
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
安
倍
総
理
大
臣
は
じ

め
、
関
係
閣
僚
等
は
、
こ
れ
ら
の
協
定
に
つ
い
て
日
米
双
方
に
利
益
の
あ
る
「
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
」
の
内
容
で
あ
る
と
説
明
し

て
い
る
が
、
我
が
国
側
が
一
方
的
に
譲
歩
し
た
に
等
し
い
内
容
で
あ
る
と
の
批
判
も
多
く
、
発
効
後
、
我
が
国
経
済
社
会
へ
大

き
な
負
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
貿
易
協
定
第
十
一
条
た
だ
し
書
に
お
い
て
、
「
附
属
書
Ⅱ
は
、
英
語
の
み
を
正
文

と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
英
語
の
み
」
と
規
定
さ
れ
た
趣
旨
如
何
。 

二 

デ
ジ
タ
ル
貿
易
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
第
十
一
条
１
に
お
い
て
、
個
人
情
報
を
含
む
情
報

の
電
子
的
手
段
に
よ
る
国
境
を
越
え
る
移
転
に
つ
い
て
、
対
象
者
の
事
業
の
実
施
の
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
移
転
の
禁

止
又
は
制
限
は
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
に
所
在
す
る
企
業
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
投
資



 

２ 

 

家
に
よ
り
支
配
又
は
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
企
業
が
保
有
す
る
情
報
は
、
電
子
的
手
段
に
よ
っ
て
自
由

に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
移
転
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
、
教
示
さ
れ
た
い
。 

三 

同
条
２
に
お
い
て
は
、
締
約
国
が
公
共
政
策
の
正
当
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す

る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
公
共
政
策
の
正
当
な
目
的
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る

の
か
、
教
示
さ
れ
た
い
。 

四 

同
協
定
第
十
二
条
１
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
自
国
の
領
域
に
お
い
て
事
業
を
実
施
す
る
条
件
と
し
て
、
当
該

領
域
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
設
備
を
利
用
し
、
又
は
設
置
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
対
象
者
が
、
日
本
に
お
い
て
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
設
備
を
日
本
国
内
に
設

置
し
な
い
場
合
又
は
日
本
国
内
に
設
置
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
設
備
を
利
用
し
な
い
場
合
は
、
当
該
対
象
者
の
事
業
に

つ
い
て
規
定
す
る
関
連
法
令
に
よ
る
規
制
や
関
連
法
令
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
の
適
用
が
困
難
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


